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１－１ 立地適正化計画制度創設の背景（平成 26年度創設） 

■人口減少社会へ 

⇒人口減少は地方都市だけでなく全国共通の課題へ  

（2023年には 47都道府県すべてで人口が減少） 

⇒中山間部だけでなく、人口増加に伴い整備された郊外の住宅地、まちなかでも人口が

減少 

■人口増加に伴う宅地需要への対応、車社会の進行に伴う郊外化の進展 

⇒市街地が拡大する拡散型の都市が形成 

宅地需要に対応した 

郊外での開発 

市街地の拡大 

幹線道路沿道への

都市機能の流出 

図 拡散型の都市のイメージ 

（出典：福井県都市計画区域マスタープラン概要版） 

人口増加に対応し、 

市街地拡大・郊外開発 

拡散するため 

人口密度は低下 

人口は減るが、 

拡大・開発された整備面積は減らない 

人口密度の低下が進行 

■暮らしやすさや活力、魅力が低下 

 ⇒商業施設、医療施設、福祉施設、公共交通等、生活に必要な施設、機能の 

利便性が低下 

  (営業日の減少や撤退、バス・鉄道路線の便数減、廃止等) 

各施設や公共交通 

これまでは… 

■市街地拡大や郊外開発に対応 

⇒道路、公園、下水道等の生活に必要な 

インフラを整備 

■人口密度の維持が必要 

 ⇒居住を誘導 

  生活を支える施設、機能を集積 

  公共交通ネットワークの再構築 

 

   の 

   

   の 

   化 

 ー ス 

  の 

低下 

負のスパイラル 

これからは… 

■人口増加に対応 

⇒市街地の拡大 

⇒郊外の開発 

■車社会の進行 

⇒幹線道路沿道への都市機能の流出 

 
人や都市機能 

を集める 

 
地域をつなぐ 

移動手段の確保 

 
   の 

     

    

   の 

   定 

    

 ー  

 の   

良好な循環 

各施設や公共交通 

１．立地適正化計画の制度概要 １．立地適正化計画の制度概要 
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1－2 立地適正化計画とは （一般論） 

（１） 立地適正化計画の目的 

■「コンパクトなまちづくり」を推進し、全国的な急激な人口減少や高齢化においても、 

人口密度を維持すること 

（３） 計画の 象区域と主な記載 項 

■計画の対象区域   ：都市計画区域 

(主な記載事項) 

■住宅及び都市機能増進施設※の立地の適正化に関する基本的な方針 
※居住者の共同の福祉や利便のために必要な施設で都市機能の増進に著しく寄与する施設 

病院、福祉センター、学校、こども園、ショッピングセンター、市役所、銀行、図書館 等 

■誘導区域の設定 

・居住誘導区域   ：居住を誘導する区域 

・都市機能誘導区域 ：生活を支える機能(都市機能※)を誘導する区域 
           ※医療・福祉、教育、金融、商業等の生活を支える機能 

■誘導施設の設定 

・誘導施設     ：都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき都市機能増進施設 

■居住、誘導施設を誘導するための施策（誘導施策） 

■防災指針（R2追加） ：誘導区域内の防災・減災に関する指針    等 

（2） 市町村都市計画マスタープランとの関係 

 ■市町村都市計画マスタープラン ：市町村の都市計画に関する基本的な方針を示す 

（都市計画法第 18条の 2）    （将来像、目標、全体構想、地域別構想等） 

立地適正化計画は 都市計画マスタープランの一部 

整合 

■立地適正化計画        ：居住を誘導する区域、生活を支える施設等を集める 

（都市再生特別措置法第 81条）    区域、そのための施策等を示す 

コンパクトなまちづくりをめぐる誤解 

多極型 

中心的な拠点だけではなく、旧町村の役場周辺な

どの生活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコン

パクト化を目指す 

全ての人口の集約を図るものではない 

例えば農業従事者が農村部に居住することは当然 

（集約で一定エリアの人口密度を維持） 

緩やかな誘導による集約 

インセンティブ（対象の行動を促す「刺激」 「動機」）

を活用し、時間をかけながら居住の集約化を推進 

一極集中 

郊外を切り捨て、市町村内の最も大きな拠

点（ターミナル駅周辺等）１箇所に、全ての

都市機能を集約させる？ 

全ての人口を集約 

全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集約

させる？ 

強制的な集約 

居住者や住宅を強制的に短期間で集約さ

せる？ 

国土交通省資料抜粋(第 2回越前市都市計画マスタープラン策定及び立地適正化計画改定委員会資料) 

（４） 立地適正化計画のイメージ 

※都市計画区域     ：一帯の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある 
区域(都市計画法に基づき指定) 

※用途地域      ：機能的で良好な都市環境をつくるため、建物の用途、形態の 
ルールを定める地域（13 種類） 

地域公共交通計画 

地域・拠点間をつな
ぐ公共交通ネットワ
ークの形成・再編 

   の高い公共交通で結ばれたコンパクトなまち 

１．立地適正化計画の制度概要 
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1－３ 立地適正化計画に対する疑問 

（１） 居住誘導区域 :居住を誘導する区域 

kyojuu 
 

■どのような人を誘導の 

ターゲットとする？ 

・集合住宅に住んでいる人 

⇒家を新築する場合は、居住誘導区域内に建築 

・市外から越前市に転居する人 

⇒居住誘導区域内で居住地を探す 

・市内での引っ越しを検討している人 

⇒居住誘導区域内を候補地の一つとする 等 

・居住誘導区域内への引っ越しを強要するものでは

ない 

⇒現在の住み慣れた地域で住み続ければよい 

・都市と自然が調和した多様な暮らし方を提供する

ことにより、17 地域それぞれを住み続けられるま

ちを目指す 

■居住誘導区域外には、住んで 

はいけないの？ 

（２） 都市機能誘導区域 :生活を支える機能(都市機能※)を集める区域 

・各地域からアクセスしやすい交通ネットワークの

形成や交通手段の確保、利便性向上を図る 

・日常的な生活利便性を確保するために必要となる

機能については、身近な地域での維持を図る 

 

■都市機能誘導区域の設定の仕 

方は？ 

・居住誘導区域内の 

鉄道駅に近い業務・商業等が集積する区域、 

都市機能が一定程度充実している区域、 

周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高

い区域 等 

⇒現行計画は、本庁舎周辺とあいぱーく今立周辺 

を設定 

都市機能誘導区域は、163haである。 

■都市機能誘導区域外に、居住

する人たちはどうするの？ 

（３） 実現化に けて 

 
■居住や都市機能の誘導は、 

 短期間で行うのか？ 

・インセンティブ（支援策）の実施や誘導区域の周

知を行う等、長期的な視点で緩やかに誘導を図る 

■誘導区域外で住宅の建築や 

誘導施設の整備をする場合、 

どうなるのか？ 

・一定規模以上の建築や開発を行う場合、市への届

出が必要となる 

・用途地域を基本として、災害（土砂災害、水害）

リスクや人口の集積状況、公共交通の利便性、施

設の立地状況から設定する 

 ⇒現行計画は、用途地域 1,875ha(H29)に対して 

  居住誘導区域は 1,539ha（82％）である 

■居住誘導区域の設定の仕方

は？ 

１．立地適正化計画の制度概要 
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分類 名称 含めない理由 

災害リスクが 

高いエリア 

急傾斜地崩壊危険区域 都市計画運用指針において 

原則含まない区域 土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

土砂災害は、一旦発生すると被害が甚大であり、事前の

予測・避難が困難で十分な対策を行いにくい。 

（都市計画運用指針では、状況を勘案し、適当でないと

判断される場合は、原則として含まない区域） 

工業系用途地域 

工業地域 
「主として工業の利便の増進を図る区域」であり、将来的

に居住を誘導する区域としては不適切 

準工業地域 現況土地利用や駅勢圏等を検証し、判断 

市街地 
A．用途地域 

（ha） 

B．居住誘導区域 

（ha） 

C．都市機能誘導区域 

（ha） 
B/A C/A 

武生 990 862 141 87% 14% 

国高 460 328 － 71% － 

味真野 124 112 － 90% － 

北日野 60 42 － 71% － 

今立 242 196 23 81% 10% 

合計 1,875 1,539 163 82% 9% 

２．現行計画の概要 

図 現行計画の居住誘導区域、都市機能誘導区域 

（１） 作成年と目標年次 

中心市街地を中心として、市民生活を豊かにする都市機能の充実、公共交通を中心とするネッ

トワークの構築により、まちなか、その周辺部及び農山村部がネットワーク化された、コンパ

クトで持続的に発展するまちを目指す。 

「持続可能なネットワーク型コンパクトシティ」 

（3） 居住誘導区域の設定方針（概要版 p6） 

■用途地域を基本(1,875ha) 

■居住誘導区域に含むべきでない区域（都市再生特別措置法と都市計画運用指針に記載） 

・視点１ 人口の集積状況 

     ⇒人口密度の維持 

・視点２ 公共交通の利便性、アクセス性 

⇒鉄道・路線バス・市民バスの路線、運行数との整合 

・視点３ 身近な生活サービス施設の利便性 

⇒医療施設・高齢者福祉施設・商業施設・子育て関連施設の利用圏域との整合 

（４） 都市機能誘導区域の設定方針（概要版 p6） 

■居住誘導区域内 

■中心拠点、 

地域拠点を有する区域 

■中心拠点：本庁舎周辺地区(141ha) 

地域拠点：複合施設（あいぱーく今立）周辺地区(23ha)を設定 

■妥当性の検証 

作成年  ： 平成 29年 3月 

目標年次 ： 令和 22年度 

（2） まちづくりの方針(概要版 p2) 

■居住誘導区域を設定（1,539ha） 

表 現行計画の居住誘導区域、都市機能誘導区域の面積と割合 

拠点類型 地区の特性 地区例 

中心拠点 

市域各所からの公共交通
アクセス性に優れ、行政
中枢機能、総合病院、商
業集積等の工事の都市機
能を提供する拠点 

・中心市街地活性化基本計画の中心市街地 
・市役所や市の中心となる鉄軌道駅の周辺 
・業務・商業機能等が集積している地区 

等 

地域/生活 
拠点 

地域の中心として地域住
民に行政支所機能、診療
所、食品、スーパー等、
主として日常的な生活サ
ービスを提供する拠点 

・行政支所や地域の中心となる駅、バス停
の周辺 

・近隣商業地域など小売り機能等が一定程
度集積している地区 

・合併町村の旧庁舎周辺地区     等 

 

表 拠点のイメージ 

 (国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」抜粋) 

武生 

国高 

味真野 

今立 

中心 

拠点 

地域 

拠点 

北日野 
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都市機能 

本庁舎周辺 複合施設周辺 
生活サービス機能 

（地域住民を対象とする日常生活

サービスを提供する機能） 

高次都市機能 

（質の高いサービスを日常生活の圏域
を越えた市全域、全市民を対象に提供

する機能） 

地域都市機能 

（市東部地域を対象とする行政サービ
ス、医療・福祉・商業等に関するサービス

を提供する機能） 

行政機能 

●中枢的な行政機能 

 

●市東部地域を対象とする行

政窓口機能 

●日常生活を営む上で必

要となる行政サービス

機能 

・出張所 
・本庁舎 支所 

   

介護福祉 

機能 

●市全域を対象とする高齢者

福祉の指導・相談の窓口や

活動の拠点となる機能 

 

●主に市東部地域を対象とす

る高齢者福祉の指導・相談

の窓口や活動の拠点となる

機能 

●高齢者の自立した生活

を支え、又は日々の介

護、見守り等のサービ

スを受けることができ

る機能 

・在宅系介護施設、コミュ

ニティサロン 

・地域包括支援センター（介護保険法第 115 条 46 に基づく地域包括支援

センター） 

   

子育て 

機能 

●市全域を対象とする児童福

祉に関する指導・相談の窓

口や活動の拠点となる機能 

●主に市東部地域を対象とす

る児童福祉に関する指導・

相談の窓口や活動の拠点と

なる機能 

●子どもを持つ世代が

日々の子育てに必要な

サービスを受けること

ができる機能 

・保育所・認定こども園・

放課後児童クラブ・子

育て支援センター・児

童館 

・子育て支援センター（子育て支援のための地域の総合的拠点で 子育てに

関する無料相談や関連機関の紹介 子育て ークルの活動支援等を行う施設） 

   

商業機能 

●時間消費型のショッピング

ニーズ等、様々なニーズに

対応した買い物、食事を提

供する機能 

●主に市東部地域を対象とす

る買い物、食事を提供する

機能 

●日々の生活に必要な生

鮮品、日用品等の買い

回りができる機能 

 

・スーパー・コンビニ等 ・大規模小売店舗（大規模小売店舗立地法に基づく 店舗面積の合計が

1,000㎡以 の小売店舗） 

   

医療機能 

●市全域を対象とする総合的

な医療サービス（二次医療）

を受けることができる機能 

●主に市東部地域を対象とす

る総合的な医療サービス

（二次医療）を受けることが

できる機能 

●日常的な診療を受ける

ことができる機能 

・診療所 

・病院（医療法第１条の５（20床以 の入院施設を つ医療機関）） 

   

文化機能 

●市全域を対象とする教育文

化サービスの拠点となる機

能 

●主に市東部地域を対象とす

る教育文化サービスの拠点

となる機能 

●地域における社会教育

活動を支える拠点とな

る機能 

・社会教育センター ・文化ホール 図書館（図書館法第２条第１項） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 策 内 容 

緩やかな居住の誘導 住宅の取得、リフォーム、空家の解体等に対する補助金の交付や家賃補助 

ＵＩＪターンや定住の促進 空家や空室の情報や、住まいに関する支援制度等の情報提供 

公共交通の利便性向上 バスの利用者ニーズに応じたルートやダイヤの見直し、停留所の移設・新設 

災害に強い市街地環境の整備 
浸水対策の推進による災害リスクの軽減 
ハザードマップの活用による災害リスクの周知 

高齢者の居住環境の向上 
基幹型地域包括支援センターの機能維持、地域包括支援センター・地域包括サブ
センターとの役割分担の明確化 

子ども子育て環境の充実 認定こども園の普及、相談体制の強化 

（５） 誘導施設（概要版 p7） 

表 現行計画の誘導施設 

赤文字：誘導施設  （ ）は根拠法等 

（６） 誘導施策（概要版 p8） 

① 居住誘導区域内 

②都市機能誘導区域内 

■届出制度(都市再生特別措置法) 

 ⇒区域外において一定規模以上の住宅を目的とした開発行為、建築等行為を行う場合、市へ届出が必要 

■独自の施策 

■届出制度(都市再生特別措置法) 

 ⇒区域外において誘導施設を整備する場 

合、市への届出が必要 

■独自の施策 

公共施設の適正配置及び 
公的不動産の管理・活用 

越前市公共施設等総合管理
計画に基づく再編・管理 

交通結節機能の強化・向上 
鉄道駅やターミナル機能を
有するバス停の環境整備 

北陸新幹線新駅周辺の 
活力吸引によるまちの活性化 

新幹線駅と各拠点を連絡す
る二次交通の確保 

 

２．現行計画の概要 

：都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき都市機能増進施設※ 
※居住者の共同の福祉や利便のために必要な施設で都市機能の増進に著しく寄与する施設 

病院、福祉センター、学校、こども園、ショッピングセンター、市役所、銀行、図書館 等 
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現行計画の「まちづくりの方針」へ反映 

３-１ 第 2期越前市都市計画マスタープランの反映 

（１） 策定年と目標年次 

３．改定のポイント 

策定年  ： 令和 6年 3月（第 2期計画として策定） 

目標年次 ： 令和 22年度 

 ■まちづくりのテーマ 

住み続けられるまち 越前  ～都市と自然の調和～ 

⇒越前市を構成する 17地域それぞれを「住み続けられるまち」に 

■まちづくりの方向性 

まちの新たな生成 ・・・ 「新たな価値の創出」 、 「継承」と「継続」 

⇒地域資源を磨き上げ、まちの新しい魅力や価値を創り出し、将来に伝える 

■将来都市構造 ・・・ 分散ネットワークのまちづくり 

⇒3つの拠点※、各町内の地域コミュニティ等を単位とした生活圏の維持 

 ※3 つの拠点：中心拠点（本庁舎周辺地区）、地域拠点（あいぱーく今立周辺） 

         広域交通拠点（北陸新幹線越前たけふ駅周辺） 

 

 

（R5策定） 

都市計画 

マスタープラン 

【改定】 

立地適正化 

計画 

（R6策定予定） 

地域公共 

交通計画 

概ね 20 年後を見据えて

実現すべき具体的な都市

の将来像、各分野の基本

的な方針、17 地区毎の

まちづくり方針を示す 

・テーマ、方向性、将来都市構

造等を整合 

・持続可能な地域公共交通サービス 

・

人口減少社会時代におい

てもまちを維持するため、

人口密度や必要な生活サ

ービス機能の維持、居住地

の安全・安心を確保する 

(2) 都市の将来像 

中心市街地を中心として、市民生活を豊かにする都市機能の充実、公共交通を中心とするネッ

トワークの構築により、まちなか、その周辺部及び農山村部がネットワーク化された、コンパ

クトで持続的に発展するまちを目指す。 

「持続可能なネットワーク型コンパクトシティ」 

■現行計画のまちづくりの方針 

例えば 

  コンパクトシティは誤解を生みやすい、第 2 期越前市都市マスタープランでは用いていな

いが、無秩序な市街地の拡大や開発を抑制し、地域コミュニティをネットワークでつなぐ考

えは同じ 

「ネットワーク型コンパクトシティ」⇒「分散ネットワークのまちづくり」 

広域交通拠点(北

陸新幹線越前たけふ

駅周辺) 

の位置付け 

３．改定のポイント 
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    ■水害と土砂災害の種類 

① 浸水深が深い区域（浸水深さが３ｍ以上） 

浸水深さが３ｍを超える区域は、日本家屋の平均的な２階床面を超える高さであり、仮に垂直避難を行ったとし

ても、なお危険が伴う水位とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 浸水継続時間が長い区域（３日以上） 

浸水継続時間とは、洪水時に屋外への避難が困難になるとされる 0.5ｍ以上の浸水深を上回る時間と区域を示

すものであり、3日以上孤立すると飲料水や食料等が不足し、健康障害の発生や最悪の場合は生命の危機が生じ

る恐れがあります。（参考資料：立地適正化作成の手引き） 

③ 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸浸食） 

洪水時に家屋の流失・倒壊をもたらすような氾濫が発生するおそれがある範囲を示すもので、河岸侵食と氾濫流

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 土砂災害警戒区域等（土砂災害警戒区域・特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-2 防災指針の作成 

３．改定のポイント 

（１） 防災指針とは 

近年の自然災害の頻発化や激甚化等を踏まえて、2020 年（令和 2 年）6 月の都市再生特別措置法の改正

により新たに、記載事項として追加されました。 

改定では、越前市国土強靭化地域計画などの防災・減災に係る関連計画と連携・整合を図りながら、安

全・安心な地域づくりの実現に向けた検討を行います。 

具体的には、居住誘導区域と都市機能誘導区域で想定される水災害（水害と土砂災害）ハザードを対象

として、災害リスクの分析、課題の抽出を行い、防災まちづくりに関する取り組み方針、具体的な施策

等を示します。 

居
住
誘
導
区
域
・都
市
機
能
誘
導
区
域
等
の
検
証 

①災害リスクの分析と課題の抽出 

（１）災害ハザード情報等の収集・分析 

 (例) 

災害の種類、規模、居住者数、 

高齢者の割合、避難所の距離 等 

（２）  

②防災まちづくりの将来像 取組方針の検討 

（１）防災まちづくりの将来像 

（２）防災まちづくりの取組方針の検討 

③具体的な取組みとスケジュール 

図 災害リスクの分析のイメージ 
（出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）） 

防災まちづくりを進める上での基

本的な考え方、災害リスクの高い
地域での取り組み方針を検討 

災害リスクを回避・低減させるた
めの具体的な取組み、実施時期等

を検討 

ハザード情報と都市の情報を
重ね合わせ、災害リスクの高い

地域を抽出し、課題を整理 

防災指針 

【改定】立地適正化計画 

 

等 

防災・減災対策に係る計画 

越前市国土強靭化地域計画 越前市地域防災計画 

 
整合 

 

連携 

  整 

合 

資料：越前市洪水ハザードマップ 

【氾濫流】 

洪水で堤防が破堤（決壊）することで、河川から流れ込

む水の力により、木造家屋が流出・倒壊するおそれのあ

る区域 

【河岸浸食】 

洪水時の河川の激しい流れにより河岸が侵食され、土

地が流出し、木造・非木造の家屋が流出・倒壊するおそ

れのある区域 

図 日本家屋２階の高さに関する根拠資料 

（出典：国土交通省「水害ハザードマップ作成の手引き」） 

日本の二階建て家屋の床面高は 3.0ｍ以上 

① １階床高は建築基準法により 0.45ｍ以上 

② １階天井高は 9 割以上が 2.3ｍ以上〔※〕 

③ 天井懐は、低く設計しても 0.24ｍ 

④ ①～③の合計は 2.99ｍ≒3.0ｍ 

〔※〕豊かな生活を考える会（1994）．「図解・日本の住宅がわかる本」PHP 研究所，p119,141 

２階床面の最低高は 

2.99ｍ 

天井懐：0.24ｍ 

天井高：2.3ｍ 

床 高：0.45ｍ 

0.24ｍ 

2.3ｍ 

0.45ｍ 

河川 
堤防 

破堤（決壊） 

河川 

河岸浸食 

出典：国土交通省 国土強靭化地域計画や地域防災計画に位置付けられている防災減災対策を勘案し、取組みの方針の検討や誘導区

域設定の検証を行います。 

 ハード対策  ソフト対策 
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（R6策定予定） 

地域公共交通 

計画 

（R5策定） 

都市計画 

マスタープラン 

【改定】 

立地適正化 

計画 

環境問題や高齢社会等に

対応した望ましい公共交

通の在り方を示し、目指

す都市構造を公共交通の

面から支える 

・持続可能な地域公共交通サービス 

・

・ 続可能な公共交通ネ  

・公共交通沿線 の居住の誘導 等

人口減少社会時代におい

てもまちを維持するため、

人口密度や必要な生活サ

ービス機能の維持、居住地

の安全・安心を確保する 

３-３ 地域公共交通計画との連携 

（１） 地域公共交通計画とは 

地域の移動手段を確保するために、地方公共団体が中心となって交通事業者や住民等と作成する計画

です。 

具体的には、鉄道やバス、タクシーといった既存の公共交通サービスに加え、必要に応じてデマンド

交通や自家用有償旅客運送、民間事業者による送迎サービス等も組み合わせることで、使いやすくよ

り便利な移動となるよう検討します。 

また、鉄道、路線バス、市民バス、タクシーなどをトータルで最適化した、持続可能な公共交通ネッ

トワークの形成を目指します。 

公共交通ネットワークと 

都市構造や誘導区域との整合 

３-4 改定箇所のイメージ 

 

 

序章 はじめに 

第１章 関連する計画や他部局の施策等に関する整理 

第２章 

新章 防災指針 

第８章 誘導施策 

第１０章 目標値の設定 

第１１章 評価方法の設定 

第５章 居住誘導区域の設定 

第６章 都市機能誘導区域の設定 

第７章 誘導施設 

第４章 目指すべき都市の骨格構造 

第３章 立地適正化計画のまちづくりの方針 

第２期都市計画マスタープランと

の整合 

（まちづくりのテーマ・方向性、ま

ちづくりの目標） 

第２期都市計画マスタープランと
の連携・整合 
（将来都市像、将来都市構造） 

地域公共交通計画との連携・整合 
（公共交通ネットワークの形成） 

災害リスクの分析を踏まえた取組
み方針の検討 
防災・減災に関する関連計画との
連携・整合 等 

目標値の更新 

防災指針、公共交通ネ
ットワークを踏まえた
区域の検証 

改定ポイント１ 

改定ポイント 2 

改定ポイント３ 

改定ポイント４ 

改定ポイント５ 

３．改定のポイント 

（１） 現行計画の構成と主な改定ポイント 

令和６年度策定予定 

令和 5 年度第 2回越前市地域公共交通会議資料抜粋 
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令和 6年度中に 4回の委員会を開催し、改定計画を取りまとめる予定です。 

第 2期都市計画マスタープランと同様に、パブリックコメントを通じて、市民への計画の周知、意見の反映に努めます。 

 

令和６年度 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

委員会の開催   

 

   

  

 

 

  

検討事項            

 

関係機関調整         

 

   

その他         

 

  

 

  

4．策定スケジュール 

第 1回 第2回 第3回 第４回 

・現行計画の評価 

・防災指針、誘導区域の検証、改定素案の作成 

・パブリックコメ

ント案のまとめ 

パブリックコメント、 

専門分野団体へのヒアリング 

都市計画 

審議会 

計

画

の

改

定 

第１回委員会 

●計画の目的や内容、改定のポイント等につ

いて理解し、共有を図る 

【主な議題】 

・立地適正化計画とは 

・現行計画について 

・改定のポイント 

・ 

第２回委員会 

●防災指針等の改定素案について意見交換 

 

【主な議題】 

・まちづくりの方針、都市の骨格構造 

・防災指針 

・誘導区域、目標値 等 

第３回委員会 

●パブリックコメントに諮る計画素案につい

て意見交換し、共有を図る 

【主な議題】 

・パブリックコメント素案 

第４回委員会 

●パブリックコメント等の結果を共有し計画、

原案への反映方針について意見交換する 

【主な議題】 

・パブリックコメント結果 

・計画原案への反映方針 等 

・計画原案のまとめ 

都市計画 

審議会 
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施 策 現行計画策定以降の進捗状況 

住宅の取得、リフォーム、空
家の解体等に対する補助金の
交付や家賃補助 

・誘導区域内における住宅に関する各種補助制度を実施中 
 
【補助制度】 
・空き家リフォーム 
・多世帯同居リフォーム(完了)、多世帯近居住まい推進 
・住宅取得支援 
・住宅団地整備 
・結婚新生活支援家賃補助（完了） 

施  策 現行計画策定以降の進捗状況 

バスの利用者ニーズに応じた

ルートやダイヤの見直し、停

留所の移設・新設 

 

鉄道駅やターミナル機能を有

するバス停環境整備 

・地域公共交通会議において、公共交通の利用状況、利便性改善に関する取

り組みを実施 

・運行ルート、ダイヤの見直し、停留所の増設・移設 

・利用者アンケートの実施 

・危険バス停の移設先の検討 

・坂口地区における自家用有償旅客運送事業の実証実験 

・デマンド交通実証実験 

・運転免許返納者に対する市民バス無料乗車券の交付 

・地域公共交通計画の策定に向けた取り組み（R6） 

施 策 現行計画策定以降の進捗状況 

浸水対策の推進による災害リ
スクの軽減 
 
ハザードマップの活用による
災害リスクの周知 

【災害リスクの軽減】 
・吉野瀬川ダム整備中  （2025 年度完成予定） 
・吉野瀬川放水路の整備 （平成 29 年 11 月完成） 
【洪水ハザードマップ】 
・令和 3 年 5 月に計画規模降雨(100 年確率)、想定最大規模降雨(1000 年確率)の
2 種類を作成 

・日本語版に加えて、外国語版も作成 
【ため池ハザードマップ】 
・令和 3 年 2 月に 18 箇所を追加 

施 策 現行計画策定以降の進捗状況 

空家や空室の情報や、住まい
に関する支援制度等の情報提
供 

・平成 29 年 5 月から新たに土地の情報の掲載を開始し、空き家、空き室等の住
まい情報を一元的に集約し、住まい等を探している方々の幅広いニーズに応じ
た情報を提供中 

・運用開始後これまでに 41件、約 6.6haの届け出が行われています。 

・件数、敷地面積とも初年度（平成 29 年度）に 10 件（1.6ha）の届出があった以降減少傾向にありまし

たが、令和 3年度は増加に転じ、敷地面積は過去最大となりました。令和 5年度は減少しています。 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 合　計

件　数 10 8 6 2 5 8 2 41 

敷地面積
(ha)

1.6 1.3 0.8 0.1 1.8 0.9 0.2 6.66 

件数(件) 敷地面積(ha) 

図 届出件数等の推移（居住誘導区域外） 

件 ha 

（参考） 現行計画の進捗状況 

（１） 届出制度の状況 

① 居住誘導区域 ① 独自の施策 

■緩やかな居住の誘導 

■災害に強い市街地環境の整備 

■公共交通利便性の向上・交通結節機能の強化 

■UIJ ターンや定住の促進 

 

ha 件 

敷地面積(ha) 件数(件) 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 合　計

件　数 4 0 0 1 2 2 0 9 

敷地面積
(ha)

4.1 0.0 0.0 0.6 0.8 0.9 0.0 6.47 

② 都市機能誘導区域 

・運用開始後これまでに 9件、約 6.5haの届け出が行われています。 

・初年度（平成 29 年度）に 4 件（4.1ha）の届出があった以降 2 年間は届け出がありませんでしたが、

令和 2年度以降は届出が行われています。 

（２） 施策の実施状況 

表 届出件数と敷地面積(居住誘導区域外) 

図 届出件数等の推移（都市機能誘導区域外） 

表 届出件数と敷地面積(都市機能誘導区域外) 
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施 策 現行計画策定以降の進捗状況 

基幹型地域包括支援センター
の機能の維持、役割分担の明
確化による地域包括支援セン
ター・地域包括サブセンター
との機能強化 

・第 8期越前市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画（あいプラン 21）を策定
（令和 3 年 3 月） 
・地域包括支援センターを日常生活圏ごと（市内 6 か所）に配置 

基準年度 平成 22年度 

基準値 25.6人/ha 

目標年度 令和 22年度 

目標値 25.9人/ha 

施 策 現行計画策定以降の進捗状況 

認定こども園の普及、相談体
制の強化 

・越前市子ども・子育て支援計画(第 2 次)計画を策定（令和元年 10 月） 
・13 箇所（公立 3(7)箇所、私立 6(13)箇所）の認定こども園の整備 ()内は市全域 
・5 箇所の地域子育て支援センターを整備済 
・子ども・子育て支援法で定められた地域子ども・子育て支援事業を実施中 

施 策 現行計画策定以降の進捗状況 

越前市公共施設等総合管理計
画に基づく再編・管理 

・越前市公共施設等総合管理計画（令和 4 年 3 月更新）に基づき、施設保有量の
適正化、「予防保全型」施設管理への移行による維持補修費用の縮減・施設の
長寿命化を推進 

・令和 3 年 3 月末時点までの 5 年間で、建築系公共施設の総延床面積は約 5％
（17,885 ㎡）の削減を達成 

施 策 現行計画策定以降の進捗状況 

新幹線駅と中心拠点・地域拠
点を連絡する二次交通の確保 

・越前たけふ駅二次交通需要調査の実施（令和 4 年度） 
・ハピライン武生駅と結ぶシャトルバスの運行 
・デマンド交通実証実験の停留所を設定 

 

武生 国高 

味真野 

今立 

地域 

拠点 

北日野 

中心 

拠点 

■高齢者の居住環境の向上 

■子ども子育て環境の充実 

■公共施設の適正配置及び公的不動産の管理・活用 

■北陸新幹線新駅周辺の活力吸引によるまちの活性化 

② 国の支援を受けて行う施策 

（３） 数値目標の進捗状況 

【評価指標１】 居住誘導区域内の人口密度 

使用データ：国勢調査 

      越前市人口ビジョン 

■進捗状況（令和 2年度国勢調査） 

年度 令和 2年度 

実績値 
(対目標値率) 

24.6 人/ha 
(95.0％) 

 

（参考）現行計画の進捗状況 

人口（人）
人口密度

（人/ha）
人口（人）

人口密度

（人/ha）
人口（人）

人口密度

（人/ha）

旧武生 30,235 30.6 28,226 28.5 -2,009 -2.0

国高 8,564 18.6 9,716 21.1 1,152 2.5

今立 6,558 27.1 5,693 23.5 -865 -3.6

味真野 1,665 13.5 1,628 13.2 -37 -0.3

北日野 947 15.9 847 14.2 -100 -1.7

合計 47,969 25.6 46,110 24.6 -1,859 -1.0

・人口は、いずれも現在の用途地域内を対象（各年国勢調査をもとに按分率を設定して算出）

・人口密度はH22の用途地域により算出（R2の工業団地の拡大は考慮しない）

H22 R2 （R2）－（H22）

武生 

施 策 現行計画策定以降の進捗状況 

国の補助事業等を活用し、 

生活利便性や安全性の向上、

にぎわいの再生 

都市構造再編集中支援事業(国土交通省都市局)を活用 

(平成 30 年度～令和 4 年度) 本庁舎周辺地区を中心に事業を実施 

・市民プラザたけふ3階（子育て世代活動支援センター、地域交流センター） 

・本庁舎前交流広場、シンボルロード（庁舎前の県道）再整備 

・武生中央公園まさかりどんの館（観光交流センター） 

・北府駅鉄道ミュージアム 

・総社通り街なみ景観整備と道路空間の再編 

・紫式部公園再整備 等 

(令和 5 年度～令和 9 年)武生西部地区において実施中 

 ・ハピラインふくいしきぶ駅前広場 

 ・避難施設の耐震補強（西公民館、南公民館、武道館） 

 ・デマンド交通実証実験 等 
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基準年度 平成 27年度 

基準値 64 人/年 

目標年度 
平成 28年度～ 

令和 3年度の平均 

目標値 66.7 人/年 

基準年度 平成 27年度 

基準値 92,151 人/年 

目標年度 令和 3年度 

目標値 95,900 人/年 

基準年度 平成 27年度 

基準値 303,325 人/年 

目標年度 令和 3年度 

目標値 315,600 人/年 

現 行 計 画 実績値 

（年度） 

(対目標値率＝実績値/目標値） 

評価指標 

（実績値の算出根拠） 

基準値 

（基準年度） 

目標値 

（目標年度） 

①居住誘導区域内の人口密度 

（令和 2年国勢調査） 

25.6 人/ha 
（H22） 

25.9 人/ha 
（R22） 

24.6 人/ha 
（R2） 

95.0％ 

②中心市街地での施策による移住者数 

（越前市中心市街地活性化プラン） 
64 人/年 
（H27） 

66.7 人/年 
（R3） 

63.8 人/年 

（H28～R3の平均） 

95.7％ 

③福井鉄道福武線の市内駅の利用者数 

（越前市統計年鑑） 

303,325 人/年 
（H27） 

315,600 人/年 
（R3） 

273,442 人/年 

（R3） 

86.6％ 

④市民バスの利用者数 

（令和 5 年度 第１回越前市地域公共交通会議資料） 
92,151 人/年 

（H27） 

95,900 人/年 
（R3） 

73,162 人/年 
（R3） 

76.2％ 

63,900
59,999

42,666 45,202 44,475

18,046 16,786 17,455 16,876 14,919

81,946
76,785

60,121 62,078
59,394

21,684
17,934

11,039 11,084 10,551

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H30 R1 R2 R3 R4

(人)

武生エリア 今立エリア 市民バス 合計 福祉バス

0

50,000

100,000

150,000

200,000
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300,000

350,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

(人/年)

たけふ新 北府 スポーツ公園 家久 （越前市計）

図 福井鉄道福武線各駅の利用者数の推移 

【評価指標３】 福井鉄道福武線の市内駅の   数 

使用データ：福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画(基準値・目標値) 

越前市統計年鑑（実績） 

年度 令和 3年度 令和 4年度 

実績値 
(対目標値率) 

273,442 人/年

(86.6％) 
289,054 人/年 

（91.6％） 

 

【評価指標４】 市民バスの   数 

使用データ：福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画(基準値・目標値) 

越前市地域公共交通会議資料（実績） 

年度 令和 3年度 令和 4年度 

実績値 
(対目標値率) 

73,162 人/年 
(76.2%) 

69,945 人/年 
(72.9%) 

 

【評価指標２】 中心市街地での施策による移住 数 

使用データ：第 3 期越前市中心市街地活性化基本計画(基準値・目標値) 

越前市中心市街地活性化プラン（実績） 
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まちなか空き家または多世帯同居 まちなか優良共同住宅整備

まちなか住宅取得 新婚夫婦定住化

支援者数 年度 
平成 28年度～ 

令和 3年度の平均 

実績値 
(対目標値率) 

63.8 人/年 

(95.7％) 
 

図 中心市街地における各種住宅施策による支援件数、支援者数 

図 市民バス・福祉バス利用者数の推移 

【まとめ】 進捗状況のまとめ 

（参考）現行計画の進捗状況 

 

（市民バス合計+福祉バス） （市民バス合計+福祉バス） 

（市民バス合計+福祉バス） 


